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１ 総則及び目的 

（１）身体合併症（慢性維持透析）に係る医療提供体制の確保事業補助金の交付について

は、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の規定によるほ

か、この要綱の定めるところによる。 

（２）この要綱は、身体合併症（慢性維持透析）に係る医療提供体制の確保事業実施要綱

（令和６年５月２日付６福祉障精第４７号。以下「実施要綱」という。）に基づき、

精神病床を有する医療機関が実施する事業に、予算の範囲内で事業に要する経費

の一部を補助することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的とする。 

 

２ 補助対象事業 

  この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、実施

要綱４に規定する事業とする。 

 

３ 補助金の交付額 

  補助金の交付額は、別表に定める補助金基準額と、補助対象経費の支出額とを比較して

少ない方の額とする。なお、別表の区分ごとに算出した額に１，０００円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

４ 補助金の交付申請 

  この補助金を交付申請するときは、交付申請書（別記様式１）及び交付申請内訳表（別

記様式２）に関係書類を添えて、東京都知事（以下「知事」という。）に提出して行うも

のとする。 

 

５ 補助金の交付決定 

  知事は、４の規定により補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類の

審査を行い、適当と認めたときは７の条件を付して交付を決定し、申請者に交付決定の通

知を行うものとする。  

 

６ 補助金の交付方法 

この補助金は交付決定後、補助事業者からの請求に基づき、確定払により支払う。 

 



 

７ 補助条件 

  この補助金は、次の条件を付して交付するものとする。 

（１）事情変更による決定の取消し等 

  この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、知事はこの

決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件

を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分について

は、この限りでない。 

 

（２）実績報告 

   補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が

終了したときは、３０日以内に実績報告書（別記様式３）及び実績報告内訳表（別記様

式４）に関係書類を添えて、知事に提出するものとする。 

 

（３）交付決定の取消し 

   知事は、補助事業者が次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当したときは、補助 

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

  （ア）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

  （イ）補助金を他の用途に使用したとき。 

  （ウ）その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づ    

く命令に違反したとき。 

 

（４）補助金の返還 

   知事は（１）又は（３）の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、

補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命ずることができる。 

 

（５）違約加算金 

   知事が（３）により補助金の交付決定を取り消した場合において、その返還を命じた

ときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応

じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額

を控除した額）につき年 10．95 パーセントの割合で計算した違約加算金（100 円未満

の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

（６）延滞金 

   知事が（４）により補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業

者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日

数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１０

０円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 



 

 

（７）事情変更による届出 

補助事業者は、補助金の交付決定後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨

を知事に届け出て、その指示を受けるものとする。 

 

（８）他の補助金等の一時停止等 

   知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算

金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業に

ついて交付すべき補助金等があるときは、知事は、相当の限度においてその交付を一時

停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。 

 

（９）帳簿及び関係書類の保管 

   補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類

を整備し、これを保持事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（10）消費税仕入控除税額の報告 

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）に

は、消費税仕入控除税額報告書（別記様式５）により速やかに、遅くとも補助事業完了

日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに知事に報告しなければならない。  

なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）

で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内

容に基づき報告を行うこととする。  

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額

を都に返還しなければならない。 

 

（11）その他 

   この要綱に定めがない事項は、別途障害者医療調整担当部長が定めることができる。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和６年１０月２２日付６福祉障精第１００１号） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

 



 

別表 

 

補助金交付基準 

 

区分 基準額 対象経費 

看護師 
１８，２００円 

（患者１名・１日あたり） 

慢性維持透析治療を他の医療機関での

外来受診により実施する精神科病院の

経費のうち、看護師の付き添いに係る

人件費 

事務補助員等 
８，７６０円 

（患者１名・１日あたり） 

慢性維持透析治療を他の医療機関での

外来受診により実施する精神科病院の

経費のうち、外来受診の際の送迎に係

る人件費又は使用料及び賃借料等 

 

※ 通院患者１名につき、付き添い職員（看護師、事務補助員）各々1名までを対象とする。

※ 補助金の交付額は、補助金基準額と支出額のうち少ない方の額とする。 

 


